
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基礎からの会計・税務解説セミナー（会計）報告 

 佐藤圭浩です。9月 15 日（金）に JEC 日本研修センター心斎橋にて、

基礎からの会計・税務解説セミナー（会計）を実施しました。 

先月号での告知以後、多く方々にお問い合わせいただき、当日は無事満

席に近い状態で開催できました。ご参加いただいた皆さま、ありがとう

ございました。また、セミナー開催後は異業種交流を目的とした懇親会

を実施しました。初めてお会いするクライアント様も多い中、和やかな

雰囲気で皆さまと色々なお話ができ、非常に有意義な時間でした。 

次回は 10月 13 日（金）に『基礎からの会計・税務解説セミナー（法

人税）』を開催します。既に定員人数までお申し込みいただいておりま

すが、同様の内容のセミナーを今後も定期的に実施予定ですので、今回

ご参加いただけなかった皆さまも次回告知の際は、 

是非ご参加ください。 

今年は残暑厳しい日が続きました。そん

な中でも野や山、河原でたくさんのトン

ボが飛び交っているのを目にすると秋を

感じます。夏の厳しい暑さによる疲れを

冬到来前にしっかり取らないと弱って老

化が進むと言われます。食欲の秋に美味

しいものを食べて精をつけましょう！ 

税理士法人ＰＬＵＳ１ 

〒542-0081 

大阪市中央区南船場 1-16-10 大阪岡本ﾋﾞﾙ 5 階 

電話：06-6264-6135 ＦＡＸ：06-6264-6136 
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今月のマメ知識：【小規模企業共済による将来の備えと節税】 

「小規模企業共済制度」をご存じでしょうか。これは小規模企業の経営者や役員、個人事業主などのための、

積み立てによる退職金制度です。この制度は「独立行政法人中小企業基盤整備機構」が運営しています。掛金 

が全額所得控除できるため節税効果が高く、その掛金は毎月 1000 円から７万円まで、 

500 円単位で自由に設定することができ、加入後の増額または減額も可能です。廃業 

や退職時等の共済金の受け取り方法は「一括」「分割」「一括と分割の併用」が可能で、 

一括の場合は退職所得扱い、分割の場合は公的年金等の雑所得扱いとなるため、共済 

金を受け取るときも税制のメリットがあります。また資金繰りなどが一時的に厳しく 

なったときは解約ではなく、掛金の７～９割の範囲内で事業資金の貸付制度を利用す

ることができます。貸付制度は即日の貸し付けも可能であり、しかも低金利なので安心して利用することがで

きます。多くのメリットがある制度なので、未加入の方は一度、検討してみてはどうでしょうか。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

李です。実は明るい終活中で、死ぬまでにというシリーズを決行 

しています。この死ぬまでにのスケジュールが暇なし状態です（笑） 

さて先日、山梨県の山中に佇む温泉旅館に宿泊し、この歳にして初め

て食した「甲州ワインビーフ」が大変美味しかったのでご紹介します。 

このワインビーフはワイン王国山梨が生み出したビーフ。ワイン作り

で搾ったブドウ粕を牛の飼料として与え育てられました。一般的に高

級な牛肉は霜降をイメージしますが、ワインビーフは霜降りではな

く、赤身多めなのが特徴です。一見、モモ肉のように見えて固いのか

な？と思いきやジューシーでとても柔らかいです。そして一番のおス

スメは希少部位を使った牛舌しゃぶしゃぶ!! 牛舌は大好きなもの

のしゃぶしゃぶってどうかな、と半信半疑で食べたところ、目から分

厚いウロコがポロリ落ちたほどの衝撃を受けました㢜㢝㢞㢟㢠ポン酢、ご

まだれ、塩レモンとある中、専ら鮫肌ですりおろした地元産のワサビ

とポン酢で食べたのが一番美味しかったです♪(個人の感想) 

今月の商売のヒント：【お金は良いもの？悪いもの？】 

「お金は人間の性格を映し出す鏡だ」と言ったのは「日本資本主義

の父」と呼ばれた渋沢栄一です。この言葉が示唆するのは「お金は

人間の本質を反映する」ということでしょう。決してお金のある・

なしで良い人になったり悪い人になったりするわけではありませ

ん。お金はただの道具であり、それをどう使うかは人間の性格や価

値観によって決まるものです。商売がうまくいっている人には、お

金と上手に付き合っているという共通点があるように思います。お

金に対する価値観、つまりお金に対する感情や思い込み、または信

念は人によって違います。例えば「お金は悪だ」と思っている人も

いれば「お金は喜びだ」と思っている人もいるでしょう。「お金は自

分に流れてくる」と信じている人もいれば「お金は自分から離れて

いく」と恐れている人もいるでしょう。こうした話にピンとこない

人もいると思いますが、思考は現実化するといわれます。お金に対

する価値観が商売の成果に影響しているとしても、何も不思議では

ありません。今一度、お金に対する自分の価値観を改めて考えてみ

ましょう。お金を楽しく使ったり貯めたり投資したりできる人は、

お金とポジティブに向き合っているとい 

えます。お金を使うことに罪悪感があっ 

たり苦手意識があったり、お金を稼いで 

いる人に批判的になりがちな人は、お金 

との向き合い方がネガティブなのかもし 

れません。お金が人間の性格を映し出す 

鏡だとしたら、自分の性格や価値観を見直すことで、お金に対して

ポジティブな考え方や姿勢を持つことができそうです。キーワード

はおそらく「感謝」ではないかと思います。 

ｲﾝﾎﾞｲｽ制度の留意点 

 10 月 1日以降は、仕入税額控除の

要件として適格(簡易)請求書の保存

が原則必要となり、各カード会社が

発行するクレジットカード利用明細

の保存では、仕入税額控除ができな

くなります。また、高速道路の利用に

ついては、Web サイト「ETC 利用照会

サービス」より利用ごと
．．．．

に『利用証明

書』の取得が必要でした。しかし、こ

の度、国税庁インボイス特設サイト

内『お問い合わせの多いご質問』より

実務対応が簡素化されました。 

クレジットカード会社発行の利用明

細書＆任意の 1 回分の『利用証明書』

の保存(高速道路会社ごと)があれ

ば、仕入税額控除可能となり、利用

ごとに「ETC 利用照会サービス」より

『利用証明書』を取得する必要がな

くなりました。今回のように、インボ

イス制度開始後は様々な実務対応が

必要となりますが、ご不明な点は、そ

の都度担当者までご相談いただきま

すようお願い致します。 


